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イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

市
か
ら
の

お
知
ら
せ

市

　
　政

住
宅
・
土
地
統
計
調
査

　
10
月
１
日（
日
）を
調
査
期
日
と
し
て
、

５
年
に
１
度
の
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
が

行
わ
れ
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
世
帯
に
は
調
査
員
が
訪
問

し
、
調
査
票
な
ど
を
配
布
し
ま
す
の
で
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ

て
回
答
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

▽
配
布
時
期　
９
月
下
旬

　
調
査
内
容
は
、
法
律
に
よ
り
厳
重
に
保

護
さ
れ
、
統
計
以
外
の
目
的
に
使
用
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問 

総
務
課
統
計
担
当
（
☎
８
２
４
・
１

１
８
１
）く

ら
し
の
情
報

食
用
油
の
回
収

時 

９
月
22
日
（
金
）
午
後
１
時
～
３
時　

所 

市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　
他 

業
務

用
油
は
回
収
し
ま
せ
ん
。
容
器
は
持
ち

帰
っ
て
く
だ
さ
い　
HP
５
４
３
５

問 「
市
消
費
者
協
会
」・前
田
（
☎
８
２
２・

１
９
９
７
）

募
集
情
報

子
育
て
応
援
リ
ー
ダ
ー
を
募
集

　
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
よ
う
に
サ

ポ
ー
ト
す
る
、
子
育
て
応
援
リ
ー
ダ
ー
を

募
集
し
ま
す
。

時 

下
の
表
の
と
お
り　
所 

リ
ラ
ッ
ト
（
市

立
子
育
て
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
館
）　
内 

市
主

催
事
業
で
の
一
時
保
育
・
保
育
所
な
ど
の

子
育
て
支
援
事
業
の
サ
ポ
ー
ト
・
乳
幼
児

健
康
診
査
会
場
で
の
サ
ポ
ー
ト
な
ど　
対 

市
内
在
住
・
在
職
・
在
学
で
子
育
て
支
援

に
関
心
の
あ
る
又
は
子
育
て
支
援
に
携

わ
っ
て
い
た
20
歳
以
上
の
人　
定 

30
人

程
度　
他 

養
成
講
習
会
を
全
て
受
講
す

る
こ
と
が
必
要
、
一
時
保
育
を
行
い
ま
す

∧
３
か
月
～
就
学
前
の
子
ど
も
５
人
（
申

込
順
）、９
月
29
日
（
金
）
ま
で
に
予
約
∨　

HP  

１
７
７
０
０

申 

問 

９
月
29
日
（
金
）
ま
で
に
直
接
窓

口
又
は
電
話
で
子
育
て
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
館

（
☎
８
０
０
・
３
８
８
５
）

市
立
幼
稚
園
、
小
・
中
学
校
講
師 

な
ど
の
登
録
者
を
募
集

▽
職
種　
①
幼
稚
園
臨
時
職
員
（
教
員
・

養
護
教
員
）、
小
・
中
学
校
に
勤
務
を
希

望
す
る
②
講
師
③
養
護
助
教
諭
④
学
校
栄

養
職
員
（
臨
時
技
師
）
⑤
学
校
事
務
職
員

▽
勤
務
期
間　
学
校
・
幼
稚
園
に
欠
員
が

生
じ
次
第
、
必
要
に
応
じ
て
連
絡

▽
必
要
書
類　
履
歴
書
、
当
該
免
許
状
の

コ
ピ
ー
（
⑤
は
除
く
）

※
特
に
小
・
中
学
校
養
護
助
教
諭
、
幼
稚

園
臨
時
職
員
、
小
・
中
学
校
（
国
語
・
英

語
・
家
庭
・
理
科
・
社
会
）
の
講
師
登
録

者
を
募
集
し
ま
す
。

申 

問 

学
務
課
（
☎
８
１
３
・
０
０
７
２
）

市
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン 

運
営
委
員
会
委
員
を
募
集

　
「
新
・
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」

に
基
づ
き
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
効
果

的
な
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
や
放
課
後
子
供

教
室
の
実
施
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
委
員

を
募
集
し
ま
す
。

対 

市
内
在
住
・
在
職
・
在
学
で
現
在
、
市

の
審
議
会
な
ど
の
委
員
に
就
任
又
は
応
募

し
て
い
な
い
平
日
１
回
２
時
間
程
度
（
最

大
年
４
回
）
の
運
営
委
員
会
に
参
加
で
き

る
18
歳
以
上
の
人　
定 

１
人

▽
任
期　
委
嘱
の
日
か
ら
２
年
間

▽
報
酬　
１
回
９
０
０
０
円

▽
選
考
方
法　
面
接
及
び
小
論
文

※
提
出
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

HP 

１
６
８
５
０

申 

問 

応
募
用
紙
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）、
小
論
文
（
８
０
０
字
以

内
・
テ
ー
マ
「
子
ど
も
に
と
っ
て
の
放
課

後
と
は
」）、
同
意
書
、
誓
約
書
を
９
月
15

日
（
金
）
＝
必
着
＝
ま
で
に
直
接
窓
口
又

は
郵
送
で
青
少
年
課
（
☎
８
１
３
・
０
０

７
５
）

民
間
賃
貸
住
宅
の
空
き
部
屋
を 

借
上
住
宅
と
し
て
活
用
し
ま
せ
ん
か

　
借
上
住
宅
と
し
て
認
定
さ
れ
た
住
宅
は

借
上
住
宅
登
録
台
帳
に
登
録
し
、
市
営
住

宅
と
し
て
転
貸
し
ま
す
。
借
上
住
宅
登
録

台
帳
へ
の
登
録
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
普

段
ど
お
り
賃
貸
住
宅
の
募
集
も
で
き
ま
す
。

∧
主
な
基
準
∨

〇
公
営
住
宅
な
ど
の
整
備
基
準
に
適
合
し

た
共
同
住
宅
（
長
屋
住
宅
は
不
可
）

〇
耐
火
構
造
又
は
準
耐
火
構
造
の
住
宅

〇
４
階
建
て
以
上
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置 

〇
新
耐
震
基
準
に
適
合
し
た
住
宅

〇
タ
イ
プ
…
１
Ｋ
～
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

〇
床
面
積
…
25
㎡
～
75
㎡
程
度

※
詳
し
く
は
、「
寝
屋
川
市
借
上
住
宅
事

業
実
施
要
領
」
を
見
て
く
だ
さ
い
。

HP
４
１
６
７
・
４
１
８
３

申 

問 

所
定
の
用
紙
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
直
接
、
ま
ち
づ

く
り
推
進
課
（
☎
８
２
５
・
２
４
０
９
）

会
計
年
度
任
用
職
員
（
留
守
家
庭

児
童
会
の
指
導
員
）
を
募
集

▽
時
給　
資
格
な
し
…
１
１
５
７
円
、
資

格
あ
り
（
保
育
士
・
教
員
免
許
な
ど
）
…

１
２
４
６
円

時 

月
～
金
曜
日
の
午
後
１
時
30
分
～
６
時

30
分
（
長
期
休
業
な
ど
変
則
勤
務
あ
り
）　

所 

市
立
24
小
学
校　
内 

留
守
家
庭
児
童

会
で
の
子
ど
も
の
生
活
指
導　
他 

面
接
後

に
採
用
者
を
決
定
し
ま
す　
HP
５
４
０
１

申 

問 

直
接
、
青
少
年
課
（
☎
８
１
３
・

０
０
７
５
）

会
計
年
度
任
用
職
員
（
保
育
士
）

を
募
集

▽
時
給　
１
３
５
４
円

▽
手
当　
６
月
・
12
月
、
各
０
・
５
か
月
分

※
在
職
期
間
に
応
じ
て
支
給
、基
準
日（
６

月
・
12
月
）
に
在
職
し
、
週
29
時
間
以
上

の
勤
務
で
６
か
月
以
上
が
条
件
で
す
。

時 

月
～
土
曜
日
午
前
８
時
45
分
～
午
後

５
時
（
週
37
時
間
30
分
）　
他 

登
録
後
に

面
接
を
行
い
、
採
用
者
を
決
定

申 

履
歴
書
・
本
人
確
認
書
類
の
写
し
を

直
接
窓
口
又
は
郵
送
で
人
事
室
（
〒
572
―

８
５
５
５
本
町
１
番
１
号
）

問 

保
育
課
（
☎
８
１
２
・
２
５
５
２
）

環
境
・
ま
ち
づ
く
り

環
境
リ
ー
ダ
ー
に
な
り
ま
せ
ん
か

　
小
学
校
高
学
年
を
対
象
に
環
境
に
つ
い

て
考
え
る
「
環
境
リ
ー
ダ
ー
」
を
養
成
し

ま
す
。
大
阪
公
立
大
学
工
業
高
等
専
門
学

校
の
学
生
と
一
緒
に
楽
し
く
環
境
に
つ
い

て
学
ん
で
、
環
境
リ
ー
ダ
ー
に
な
り
ま
せ

ん
か
。

時 

10
月
14
日
（
土
）
午
前
９
時
30
分
～

正
午　
所 

大
阪
公
立
大
学
工
業
高
等
専

門
学
校　
内 

す
ご
ろ
く
な
ど
の
ゲ
ー
ム

を
と
お
し
て
、
地
球
温
暖
化
に
つ
い
て
楽

し
く
学
習
す
る
と
と
も
に
、
地
球
環
境
に

つ
い
て
グ
ル
ー
プ
発
表
な
ど
を
行
い
ま

す
。
講
座
終
了
後
、
参
加
者
を
環
境
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
認
定
し
ま
す　
対 

市
内
在

住
の
小
学
校
４
年
生
～
６
年
生　
定 

30

人
程
度
（
申
込
順
）

申 

問 

住
所
、
氏
名
（
本
人
と
保
護
者
）、

電
話
番
号
、
人
数
、
当
日
の
来
場
手
段
を

９
月
22
日
（
金
）
ま
で
に
メ
ー
ル
（
ア
ド

レ
ス
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
）
又
は

電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
環
境
総
務
課
（
☎
８
２

４
・
０
９
１
１
、
ＦＡＸ
８
２
１
・
３
３
４
９
）

申 

い
ず
れ
も
当
日
直
接
（
先
着
順
）

環
境
保
全
審
議
会

時 

９
月
25
日
（
月
）
午
前
10
時
（
受

付
は
午
前
９
時
45
分
か
ら
）　
所 

ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
６
階
多
目
的
室

問 

環
境
総
務
課
（
☎
８
２
１
・
４
０

５
５
）

防
災
会
議

時 

９
月
29
日
（
金
）
午
前
10
時
30
分　

所 

市
役
所
議
会
棟
４
階
第
一
委
員
会

室　
HP 

２
１
１
９
２

問 

防
災
課
（
☎
８
２
５
・
２
１
９
４
）

委員会など

９月市議会を開きます９月市議会を開きます
　９月市議会（定例会）の日程は、次のとお
りです（時間はいずれも午前10時から）。
　あなたも傍聴してみませんか。

※�①８月 31日・９月４日・５日の各常任委員
会後、それぞれ予算決算常任委員会分科会を
開催します②日時は、議事の都合で変更する
ことがあります。

問 議会事務局（☎ 824・0010）

８月30日（水）
31日（木）

９月 ４日（月）
５日（火）
12日（火）
13日（水）
14日（木）
19日（火）
20日（水）
21日（木）
22日（金）

本会議
�健康福祉常任委員会
文教生活常任委員会
総務都市創造常任委員会
本会議（一般質問）
本会議（一般質問）
本会議（一般質問）
�健康福祉常任委員会協議会
文教生活常任委員会協議会
総務都市創造常任委員会協議会
本会議

子育て応援リーダー

日　時 講座名

10月16日（月）
午後１時～１時15分 事務局説明
午後１時20分～２時20分 児童虐待防止・対応について
午後２時30分～３時30分 今、必要な子育て支援と保護者対応のポイント

10月17日（火） 午後１時～３時 保護者相談の実際（ロールプレイ）

10月23日（月） 午後１時～２時 こどもの発達のみちすじ
午後２時10分～３時10分 発達障害について

10月25日（水） 午後１時～４時 救急救命・応急処理

11月２日（木） 午後１時～１時30分 子育て応援リーダーの活動等についての説明
午後１時40分～２時 認定証交付式

子育て応援リーダー養成講習会

※保育士資格などがある人は、一部の科目が免除されます。

維持管理・修繕

借上住宅

転貸

家賃

賃
貸
借
契
約

借
上
料

入

　居

入居者 寝屋川市

事業者
（オーナー）

入退去に
伴う修繕

「民間賃貸住宅の空き部屋を借上住宅として活用」の図

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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生
ご
み
堆
肥
化
・
土
づ
く
り
講
習
会

　
家
庭
か
ら
出
る
生
ご
み
は
、
ガ
ー
デ
ニ

ン
グ
な
ど
に
利
用
で
き
る
堆
肥
に
で
き
ま

す
。
生
ご
み
を
減
量
し
、
環
境
に
優
し
い

生
活
に
取
り
組
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

時 

10
月
24
日
（
火
）
午
後
２
時
～
３
時　

所 

市
立
西
南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー　

内 

土
の
う
袋
に
米
ぬ
か
と
土
を
入
れ
て

堆
肥
を
作
り
ま
す　
対 
市
内
在
住
・
在

職
・
在
学
の
高
校
生
以
上
の
人　
定 

10

人
（
申
込
順
）　
￥ 

無
料

※
①
車
で
の
来
場
は
控
え
て
く
だ
さ
い
②
受

講
希
望
者
に
は
詳
し
い
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

申 

問 

住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
当
日

の
来
場
手
段
を
郵
送
又
は
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

で
９
月
25
日
（
月
）
＝
必
着
＝
ま
で
に
環

境
総
務
課
（
〒
572
―
０
８
５
５
寝
屋
南
一

丁
目
２
番
１
号
☎
８
２
４
・
０
９
１
１
、

ＦＡＸ
８
２
１
・
３
３
４
９
）

野
焼
き
は
や
め
ま
し
ょ
う

　
廃
棄
物
の
野
外
焼
却
や
、
法
律
で
定
め

ら
れ
た
基
準
に
適
合
し
な
い
焼
却
炉
で
の

「
野
焼
き
」
は
、
廃
棄
物
処
理
法
で
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。
違
反
す
る
と
処
罰
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
煙
や
臭
い
の
苦
情

の
原
因
に
も
な
り
、
周
辺
の
生
活
環
境
に

影
響
を
与
え
る
た
め
、
絶
対
に
行
わ
な
い

で
く
だ
さ
い
。

HP 

５
８
１
４

問 

環
境
保
全
課
（
☎
８
２
４・１
０
２
１
）

９
月
20
日
～
26
日
は
動
物
愛
護
週
間

　
動
物
の
愛
護
と
適
切
な
飼
育
に
つ
い
て

の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
に
定
め
て

い
ま
す
。
動
物
と
の
絆
を
今
一
度
見
つ
め

直
す
機
会
と
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、「
動
物
は
命
あ
る
も
の
」
と
改
め

て
認
識
し
、
次
の
こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

∧
最
期
ま
で
大
切
に
飼
い
ま
し
ょ
う
∨

　
「
飼
い
た
い
」
と
い
う
思
い
だ
け
で
動

物
を
飼
う
の
は
や
め
ま
し
ょ
う
。「
最
期

ま
で
深
い
愛
情
と
責
任
を
持
っ
て
飼
う
」

と
い
う
強
い
自
覚
が
必
要
で
す
。

∧
近
所
に
迷
惑
を
か
け
な
い
∨

　
公
共
の
場
で
の
犬
の
ふ
ん
尿
、
猫
の
エ

サ
や
り
後
の
片
づ
け
や
ふ
ん
尿
の
処
理

は
、必
ず
責
任
を
持
っ
て
行
い
ま
し
ょ
う
。

∧
動
物
の
遺
棄
・
虐
待
は
犯
罪
で
す
∨

　
犬
や
猫
な
ど
の
愛
護
動
物
を
捨
て
た

り
、
虐
待
し
た
り
す
る
と
法
律
に
よ
っ
て

罰
せ
ら
れ
ま
す
。

○
愛
護
動
物
の
み
だ
り
な
殺
傷
…
５
年
以

下
の
懲
役
又
は
５
０
０
万
円
以
下
の
罰
金

○
遺
棄
・
虐
待
（
給
餌
、
給
水
せ
ず
に
衰

弱
さ
せ
る
な
ど
）
…
1
年
以
下
の
懲
役
又

は
１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金

∧
動
物
愛
護
パ
ネ
ル
展
示
∨

時 

９
月
20
日
～
26
日
の
平
日
午
前
９
時

～
午
後
５
時
30
分　
所 
市
保
健
所
玄
関

ロ
ビ
ー　
内 

動
物
愛
護
関
係
の
ポ
ス

タ
ー
な
ど
の
展
示

※
車
で
の
来
場
は
控
え
て
く
だ
さ
い
。

問 

保
健
衛
生
課
（
☎
８
２
９・７
７
２
１
）

∧
府
の
動
物
愛
護
週
間
イ
ベ
ン
ト
開
催
の

お
知
ら
せ
∨

　
府
で
は
動
物
愛
護
週
間
に
合
わ
せ
て
啓

発
イ
ベ
ン
ト
「
ア
ニ
マ
ル 

ハ
ー
モ
ニ
ー
大

阪
の
つ
ど
い 

２
０
２
３
」
を
開
催
し
ま
す
。

時 

９
月
24
日
（
日
）
午
前
11
時
～
午
後

４
時　
所 

府
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー

（
羽
曳
野
市
尺
度
）

問 

府
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー
（
☎
０

７
２
・
９
５
８
・
８
２
１
２
）

地
域
猫
活
動
を
応
援
し
ま
す

　
飼
い
主
の
い
な
い
猫
を
地
域
猫
と
し
て

適
正
に
管
理
し
、
ふ
ん
害
な
ど
の
被
害
の

減
少
や
不
幸
な
猫
を
増
や
さ
な
い
こ
と
に

つ
な
が
る
活
動
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
対
す
る
補
助
制
度

も
あ
り
ま
す
。

∧
具
体
的
な
取
り
組
み
∨

○
時
間
と
場
所
を
決
め
た
エ
サ
や
り

○
ト
イ
レ
の
設
置
と
清
掃

○
避
妊
・
去
勢
手
術

∧
補
助
制
度
∨

　
避
妊
・
去
勢
手
術
費
の
一
部
を
補
助
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
物
品
（
ト
イ
レ
用
の

土
な
ど
）
の
支
給
を
行
い
ま
す
。

○
避
妊・去
勢
手
術
（
１
匹
に
つ
き
最
大
）

メ
ス
…
１
万
円
・
オ
ス
…
７
千
円

※
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
手
続
き
な
ど
、

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

HP 

５
０
６
２

問 

保
健
衛
生
課
（
☎
８
２
９・７
７
２
１
）

都
市
計
画
決
定
に
関
す
る 

市
民
説
明
会
・
公
聴
会

　
東
大
利
町
（
Ａ
街
区
）
防
災
街
区
整
備

事
業
の
都
市
計
画
決
定
に
向
け
て
、
市
民

説
明
会
と
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

∧
市
民
説
明
会
∨

時 

９
月
14
日
（
木
）
午
後
７
時　
所 

エ

ス
ポ
ア
ー
ル
２
階
第
一
講
義
室

∧
公
聴
会
∨

時 

10
月
12
日
（
木
）
午
後
２
時　
所 

エ

ス
ポ
ア
ー
ル
２
階
第
一
講
義
室　
他 

公

述
の
申
し
出
が
な
い
と
き
は
中
止
し
ま

す
。
中
止
の
と
き
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
お
知
ら
せ
し
ま
す

▽
公
述
申
出
の
受
付
期
間　
９
月
15
日
～

25
日

※
案
の
概
要
は
、
９
月
15
日
～
25
日
に
２

軸
化
事
業
本
部
窓
口
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

HP 

３
６
７
３

申 

問 

公
述
希
望
者
…
申
出
書
（
２
軸
化

事
業
本
部
で
配
布
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
直
接
窓
口
又
は

郵
送
、
傍
聴
希
望
者
…
は
が
き
又
は
メ
ー

ル
（
ア
ド
レ
ス
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
）
に
「
公
聴
会
傍
聴
希
望
」、
住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
を
書
い
て
、
９
月
25
日

（
月
）
＝
必
着
＝
ま
で
に
２
軸
化
事
業
本

部
（
〒
572
―
８
５
５
５
本
町
１
番
１
号
☎

８
１
３
・
１
２
０
４
）

下
水
道
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
を
販
売

　
下
水
道
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
う
た

め
、
下
水
道
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
を
数
量
限
定

で
販
売
し
ま
す
。

▽
販
売
数
量　
５
枚

▽
販
売
価
格　
１
枚
３
０
０
０
円

▽
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
の
状
態　
①
直
径
約
60

㎝
、
重
さ
約
40
㎏
②
実
際
に
使
用
し
た
下

水
道
用
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
で
錆
・
傷
が
多
数

あ
り
ま
す
③
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
の
表
面
や
裏

面
に
は
凸
凹
が
あ
り
ま
す
の
で
、
平
ら
な

場
所
に
置
い
て
も
安
定
し
ま
せ
ん

HP
２
１
４
１
３

申 

問 

申
請
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
９
月
４
日
～
29
日
＝

必
着
＝
に
直
接
窓
口
又
は
郵
送
で
下
水
道

事
業
室
（
〒
572
―
０
８
３
２
本
町
15
番
１

号
☎
８
２
５
・
２
１
６
２
）

下水道マンホール蓋

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画

の
策
定

　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進

を
図
る
た
め
、「
寝
屋
川
市
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
適
正
化
推
進
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て

く
だ
さ
い
。

HP 

２
１
１
９
９

問 

住
宅
政
策
課
（
☎
８
２
５・２
２
６
６
）

相

　
　談

出
張
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー

　
子
育
て
中
の
人
を
対
象
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
無
料
の
就
労
相
談

を
行
い
ま
す
。

時 

９
月
８
日
・
22
日
、
い
ず
れ
も
金
曜

日
午
前
９
時
50
分
～
午
後
１
時
（
１
人
40

分
程
度
）　
所 

リ
ラ
ッ
ト
（
市
立
子
育
て
リ

フ
レ
ッ
シ
ュ
館
）
３
階
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム

２　
定 

各
日
４
人　
他 

予
約
が
必
要
、
完

全
個
室
、
子
ど
も
連
れ
可　
HP
４
３
７
４

申 

問 

開
催
日
の
前
々
日
ま
で
に
市
公
式
ア
プ

リ
「
予
約
・
申
請
な
ど
」
又
は
電
話
で
市
立

産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
（
☎
８
２
８・０
７
５
１
）

成
年
後
見
制
度
の
相
談

　
大
阪
司
法
書
士
会
と
連
携
し
、
成
年
後

見
制
度
に
つ
い
て
の
相
談
を
行
い
ま
す

（
年
３
回
予
定
）。

第
二
次
寝
屋
川
市
健
康
増
進
計
画

（
素
案
） 

　
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
施
策
を
総
合

的
、
計
画
的
に
推
進
し
て
い
く
た
め
、

「
第
二
次
寝
屋
川
市
健
康
増
進
計
画
」

を
策
定
し
ま
す
。

　
こ
の
素
案
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
の
意

見
を
募
集
し
、
提
出
さ
れ
た
意
見
の
あ

ら
ま
し
と
、
意
見
に
つ
い
て
の
市
の
考

え
方
を
公
表
し
ま
す
。

◎
素
案
の
詳
し
い
内
容
は
、
９
月
27
日

～
10
月
26
日
に
保
健
総
務
課
、
市
民
情

報
コ
ー
ナ
ー
、
各
シ
テ
ィ
・
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
、
堀
溝
サ
ー
ビ
ス
窓
口
、
市
立
中
央
・

東
・
寝
屋
川
市
駅
前
図
書
館
又
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン

ト
手
続
」
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対 

市
内
在
住
・
在
職
・
在
学
の
人
、

市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
を
持
つ
個

人
・
法
人
な
ど 

申 

問 

所
定
の
用
紙
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
直
接
窓
口
又

は
郵
送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、メ
ー
ル（
ア
ド
レ
ス

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
）

で
９
月
27
日
～
10
月
26
日
＝
必
着
に
保

健
総
務
課
（
〒
572
―
０
８
３
８
八
坂
町

28
番
３
号
、
ＦＡＸ
８
３
８
・
１
１
５
２
）

※
①
電
話
な
ど
に
よ
る
意
見
は
受
け
付

け
ま
せ
ん
②
個
々
の
意
見
に
直
接
回
答

は
し
ま
せ
ん
。

①  屋根や外壁、水回りなどの「住宅
修理」

②  保険金で住宅修理できると勧誘する
「保険金の申請サポート」

③  「インターネットや電話、電力・ガスの
契約切り替え」

④「スマホ」のトラブル
⑤  健康食品や化粧品、医薬品などの
「定期購入」

⑥ パソコンの「サポート詐欺」
⑦  「架空請求」「偽メール・偽ＳＭＳ」
⑧  在宅時の突然の「訪問勧誘、電話勧誘」
⑨  「不安をあおる、同情や好意につけこ
む勧誘」

⑩ 便利でも注意「インターネット通販」

高齢者と高齢者と
そのまわりの人にそのまわりの人に
気を付けてほしい気を付けてほしい

消費者トラブル10選消費者トラブル10選

　９月18日は敬老の日です。
　国民生活センターでは、高齢者と
高齢者を見守る人に向けて、特に気
を付けてほしい消費者トラブルを発
表しています。
　高齢者にとって消費者トラブルはひ
とごとではありません。大切な老後の
資産を守るためにも、「自分だけは大
丈夫」と思い込まず、日頃からいろい
ろな消費者トラブルについて知ってお
きましょう。また、身近にいる家族な
ど周りの人が日頃から高齢者の生活を
見守り、変化にいち早く気付くことが
とても重要です。

相談受付は月～土曜日午前９時～午後４時

桜木町5番30号☎828・0397

消費生活センターだより

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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時 

９
月
６
日
（
水
）
午
後
１
時
～
４
時

（
30
分
程
度
）　
定 

６
人
（
申
込
順
）　
所 

市
役
所
１
階
広
聴
担
当
相
談
室

申 
問 
電
話
又
は
ラ
イ
ン
で
市
民
サ
ー
ビ

ス
部
広
聴
担
当
（
☎
８
２
４
・
１
１
５

５
）Ｎ

Ｐ
Ｏ
な
ん
で
も
相
談

時 

９
月
19
日
（
火
）
午
後
２
時
～
４
時　

所 

市
立
市
民
会
館
４
階
フ
リ
ー
ス
ペ
ー

ス　
内 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
設
立
手
続
き
や

会
計
処
理
、
団
体
運
営
の
ア
ド
バ
イ
ス
な

ど　
定 

４
団
体
（
申
込
順
）　
￥ 
無
料

申 

問 

９
月
15
日
（
金
）
ま
で
に
直
接
又

は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
（
☎

８
１
２
・
１
１
１
６
）

パ
ソ
コ
ン
ト
ラ
ブ
ル
相
談

時 

９
月
26
日
（
火
）
午
後
２
時
～
４
時　

所 

市
立
市
民
会
館
４
階
フ
リ
ー
ス
ペ
ー

ス　
内 

パ
ソ
コ
ン
機
器
の
故
障
・
ト
ラ

ブ
ル　
定 

６
人
（
申
込
順
）　
￥ 

無
料　

他 

パ
ソ
コ
ン
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い

申 

問 

９
月
19
日
（
火
）
午
前
10
時
か
ら

直
接
又
は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
（
☎
８
１
２
・
１
１
１
６
）

産
業
・
事
業
者

「
ね
や
が
わ
パ
ー
ク
事
業
・
秋
」 

出
店
者
募
集

　
10
月
27
日
～
29
日
に
打
上
川
治
水
緑
地

で
行
わ
れ
る
月
見
を
テ
ー
マ
に
し
た
催
し

で
、
来
場
者
に
飲
食
物
を
提
供
・
販
売
す

る
事
業
者
を
募
集
し
ま
す
。

対 

市
内
に
店
舗
を
持
つ
飲
食
店
事
業
者

（
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
の
場
合
は
市
内
の
事
業
者

で
あ
り
、
市
内
で
の
販
売
実
績
が
あ
る
こ

と
）　
他 

食
品
の
調
理
な
ど
を
行
う
と
き

は
、
開
催
日
に
有
効
な
露
店
営
業
許
可
又

は
自
動
車
営
業
許
可
が
必
要
。
詳
し
く
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
。
催

し
の
詳
細
は
、「
広
報
ね
や
が
わ
」
10
月

号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す　
HP 

１
９
１
５
１

問 

産
業
振
興
室
（
☎
８
２
８・０
７
５
１
）

創
業
支
援
セ
ミ
ナ
ー

　
創
業
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
、
ビ
シ
ネ

ス
プ
ラ
ン
の
構
想
・
作
成
、
事
業
を
円
滑

に
進
め
る
た
め
の
資
金
調
達
の
方
法
な
ど
、

創
業
に
役
立
つ
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

時 
①
９
月
11
日（
月
）…
経
営
②
22
日（
金
）

…
財
務
③
10
月
２
日
（
月
）
…
人
材
育
成

④
13
日
（
金
）
…
販
路
開
拓
、
①
午
後
５

時
50
分
か
ら
、
②
～
④
午
後
６
時
～
８
時　

所 

市
立
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
３
階
第
１
セ

ミ
ナ
ー
室　
対 
市
内
で
創
業
に
関
心
の
あ

る
人
や
市
内
で
創
業
後
５
年
未
満
の
人
な

ど　
定 

各
25
人
程
度
（
申
込
順
）　
￥ 

無

料　
他 

⑴
セ
ミ
ナ
ー
修
了
者
は
、
特
定
創

業
支
援
等
事
業
に
よ
る
支
援
を
受
け
た
証

明
の
申
請
を
す
る
こ
と
で
、
日
本
政
策
金

融
公
庫
で
融
資
を
活
用
す
る
と
き
の
優
遇

措
置
や
会
社
設
立
時
の
登
録
免
許
税
の
減

免
な
ど
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
申

請
に
は
要
件
が
あ
り
ま
す
）
⑵
市
経
営
支

援
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る
経
営
相
談
で
も

創
業
支
援
セ
ミ
ナ
ー
と
同
じ
内
容
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す　
HP 

５
２
８
３

申 

問 

直
接
窓
口
又
は
電
話
で
産
業
振
興

室
（
☎
８
２
８
・
０
７
５
１
）

ベ
ル
大
利
商
店
街「
１
０
０
円
商
店
街
」

　
１
人
で
も
多
く
の
人
に
商
店
街
に
来
て

も
ら
え
る
よ
う
、「
１
０
０
円
商
店
街
」
を

開
催
し
ま
す
。
各
店
舗
が
趣
向
を
こ
ら
し

た
１
０
０
円
商
品
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

時 

９
月
30
日
（
土
）
午
前
10
時
～
午
後
３

時（
各
店
舗
の
商
品
が
な
く
な
り
次
第
終
了
）　

所 

ベ
ル
大
利
商
店
街
（
東
大
利
町
）　
他 

国

の
事
業
の
採
択
を
受
け
、
ベ
ル
大
利
商
店
街

の
取
り
組
み
を
市
が
支
援
し
て
い
ま
す

問 

大
利
商
店
街
事
務
所
（
☎
８
０
１
・

１
１
１
７
）

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
セ
ミ
ナ
ー 

実
務
対
応
セ
ミ
ナ
ー

時 

10
月
４
日
（
水
）
午
後
２
時
～
３
時

30
分　
所 

市
立
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
３

階
第
一
セ
ミ
ナ
ー
室　
対 

イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
の
実
務
対
応
準
備
が
ま
だ
の
人
、
又

は
負
担
軽
減
措
置
に
つ
い
て
知
り
た
い
人　

定 

30
人
（
申
込
順
）

申 

問 

９
月
29
日
（
金
）
ま
で
に
電
話
又

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
北
大
阪
商
工
会
議
所

寝
屋
川
支
所
（
☎
８
２
８
・
５
１
５
１
）

安
全
・
安
心

防

　
　災

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
か
ら
の 

お
知
ら
せ

∧
住
宅
火
災
に
よ
る
死
者
が
急
増
中
∨

　
火
災
の
件
数
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
防

火
安
全
対
策
「
い
の
ち
を
守
る
10
の
ポ
イ

ン
ト
」
を
意
識
し
、
防
火
対
策
を
再
度
確

認
し
、
火
災
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

∧
４
つ
の
習
慣
∨ 

○
寝
た
ば
こ
は
絶
対
に
し
な
い
、
さ
せ
な

い
。

○
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
も
の

を
置
か
な
い
。

○
コ
ン
ロ
を
使
う
と
き
は
火
の
そ
ば
を
離

れ
な
い
。

○
コ
ン
セ
ン
ト
は
、
ほ
こ
り
を
清
掃
し
、

不
必
要
な
プ
ラ
グ
は
抜
く
。

∧
６
つ
の
対
策
∨

○
火
災
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
、
ス
ト
ー

ブ
や
コ
ン
ロ
な
ど
は
安
全
装
置
の
付
い
た

機
器
を
使
用
す
る
。

○
火
災
の
早
期
発
見
の
た
め
に
、
住
宅
用

火
災
警
報
器
を
定
期
的
に
点
検
し
、
10
年

を
目
安
に
交
換
す
る
。

○
火
災
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
部
屋
を

整
理
整
頓
し
、
寝
具
、
衣
類
や
カ
ー
テ
ン

は
、
防
炎
品
を
使
用
す
る
。

○
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、

消
火
器
な
ど
を
設
置
し
、
使
い
方
を
確
認

し
て
お
く
。

○
高
齢
者
や
身
体
の
不
自
由
な
人
は
、
避

難
経
路
と
避
難
方
法
を
常
に
確
保
し
、
備

え
て
お
く
。

○
防
火
防
災
訓
練
へ
の
参
加
、
戸
別
訪
問

な
ど
に
よ
り
、
地
域
ぐ
る
み
の
防
火
対
策

を
行
う
。

※
放
火
は
犯
罪
で
す
。
放
火
し
た
と
き
は

法
律
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
ま
す
。
絶
対
に
や

め
ま
し
ょ
う
。

∧
普
通
救
命
講
習
会
∨

時 

９
月
30
日
（
土
）
午
後
１
時
～
４
時　

所 

枚
方
東
消
防
署　
内 

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用

方
法
や
心
肺
蘇
生
法
な
ど
の
知
識
と
技
術

を
習
得　
対 

寝
屋
川
市
・
枚
方
市
に
在

住
・
在
職
・
在
学
の
人　
定 

20
人
（
申

込
順
）　
￥ 

無
料

申 

問 

９
月
19
日
～
22
日
の
午
前
９
時
～

午
後
５
時
に
電
話
で
枚
方
東
消
防
署
警
備

課
ま
で
（
☎
８
５
２
・
９
９
９
９
）

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

※
①
詳
し
く
は
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
②
車
で

の
来
場
は
控
え
て
く
だ
さ
い
。

安
全
・
安
心 

住
ま
い
の
耐
震
の 

個
別
相
談
会
と
展
示
会

∧
①
個
別
相
談
会
∨

　
住
宅
の
具
体
的
な
耐
震
診
断
と
補
強
方

法
・
リ
フ
ォ
ー
ム
の
コ
ツ
や
住
宅
耐
震
化

の
補
助
制
度
な
ど
に
つ
い
て
相
談
会
を
行

い
ま
す
。

∧
②
展
示
会
∨

○
見
て
、
ふ
れ
て
、
確
か
め
ら
れ
る
「
耐

震
診
断
・
耐
震
補
強
」
に
関
す
る
展
示
物

○
「
耐
震・リ
フ
ォ
ー
ム
の
事
例
」
や
「
耐

震
に
関
す
る
補
助
制
度
」
な
ど
の
パ
ネ
ル

展
示

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

時 

10
月
４
日
（
水
）
午
前
10
時
～
正

午　
所 

市
立
市
民
会
館
２
階
第
一
会
議

室　
定 

①
20
組
（
申
込
順
）　
￥ 

無
料

問 

住
宅
政
策
課
（
☎
８
２
５・２
２
６
６
）

交
通
安
全

９
月
21
日
～
30
日
は 

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

　
秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
は
、
広
く
市

民
に
交
通
安
全
思
想
の
普
及
・
浸
透
を
図

り
、
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
正
し
い
交
通

マ
ナ
ー
の
実
践
を
習
慣
づ
け
、
交
通
事
故

防
止
の
徹
底
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

全
国
で
行
わ
れ
ま
す
。

∧
運
動
の
重
点
∨

▽
全
国
重
点

○
こ
ど
も
と
高
齢
者
を
始
め
と
す
る
歩
行

者
の
安
全
の
確
保

○
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
交
通
事
故
防
止
及

び
飲
酒
運
転
等
の
根
絶

○
自
転
車
等
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
と
交
通

ル
ー
ル
遵
守
の
徹
底

▽
大
阪
重
点

○
二
輪
車
の
交
通
事
故
防
止

▽
ス
ロ
ー
ガ
ン

○
運
転
は　
ゆ
と
り
と
マ
ナ
ー
の　
二
刀

流問 

交
通
政
策
課
（
☎
８
１
３・１
２
０
７
）

交
通
安
全
運
転
講
習
会

　
９
月
21
日
（
木
）
か
ら
の
「
秋
の
全
国

交
通
安
全
運
動
」
の
前
に
交
通
安
全
運
転

講
習
会
を
行
い
ま
す（
下
の
表
の
と
お
り
）。

∧
ワ
ン
デ
ー
ス
ク
ー
ル
∨

時 

９
月
23
日
（
祝
）
午
前
10
時
～
午
後

３
時　
所 

香
里
自
動
車
教
習
所
（
木
屋

町
）　
内 

交
通
安
全
運
転
講
習
会
・
警
察

車
両
な
ど
の
展
示・子
ど
も
運
転
免
許
証・

音
楽
ダ
ン
ス
シ
ョ
ー
・
交
通
安
全
啓
発
を

中
心
と
し
た
イ
ベ
ン
ト
な
ど

問 

寝
屋
川
警
察
署
交
通
課
（
☎
８
２
３
・

１
２
３
４
）
又
は
交
通
政
策
課
（
☎
８
１

３
・
１
２
０
７
）、
ワ
ン
デ
ー
ス
ク
ー
ル

に
つ
い
て
…
香
里
自
動
車
教
習
所
（
☎
８

３
１
・
０
６
６
８
）

税
・
保
険
・

年
金

税
の
お
知
ら
せ

バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
な
ど
の 

廃
車
・
名
義
変
更
の
手
続
き

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
毎
年
４

月
１
日
現
在
、
車
両
の
所
有
者
と
し
て
登

録
さ
れ
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
次
に
該
当
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
車
両
の
解
体
や
廃
棄
を
し
た
②
盗
難
に

遭
っ
た
③
車
両
を
譲
っ
た
が
、
名
義
変
更

を
し
て
い
な
い

※
市
外
へ
転
出
し
、
引
き
続
き
車
両
を
使

用
す
る
と
き
は
、
転
出
先
の
市
町
村
な
ど

に
登
録
変
更
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

∧
手
続
き
・
問
い
合
わ
せ
先
∨

○
１
２
５㏄
以
下
の
バ
イ
ク
・
小
型
特
殊
自

動
車
…
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
税
務
管
理
担
当

※
手
続
き
に
は
原
動
機
付
自
転
車
標
識
交

付
証
明
書
（
申
告
済
証
）、
ナ
ン
バ
ー
プ

レ
ー
ト
、
届
出
者
の
本
人
確
認
書
類
が
必

要
で
す
。
代
理
人
が
届
け
出
る
と
き
は
委

任
状
が
必
要
で
す
。
郵
送
で
手
続
き
を
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
１
２
５
㏄
を
超
え
る
バ
イ
ク
…
大
阪
運

輸
支
局
（
高
宮
栄
町
☎
０
５
０
・
５
５
４

０
・
２
０
５
８
）

○
軽
自
動
車
…
軽
自
動
車
検
査
協
会
（
高

槻
市
大
塚
町
四
丁
目
（
☎
０
５
０
・
３
８

※ ①いずれも午後７時から（23 日は午前 10 時から）②会場に駐車場はありません③交通安全
講習記録カードを持って来てください。

日　程 場　所

９月４日（月）府営寝屋川打上住宅 B―４
棟集会所（梅が丘一丁目）

５日（火）東北コミュニティセンター

６日（水）南コミュニティセンター

７日（木）エスポアール

８日（金）東障害福祉センター

秋の交通安全運転講習会日程
日　程 場　所

９月11日（月）西コミュニティセンター
12 日（火）西南コミュニティセンター
13 日（水）西北コミュニティセンター
14 日（木）東コミュニティセンター

15 日（金）寝屋川ドライビングスクール
（寝屋南一丁目）

23 日（祝）香里自動車教習所（木屋町）

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

税
・
保
険
・
年
金

安
全
・
安
心
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１
６
・
１
８
４
１
）

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
税
務
管
理
担
当
（
☎

８
１
３
・
１
１
３
８
）

各
種
保
険
・
医
療
制
度

国
民
健
康
保
険
料
の
納
付
が 

困
難
な
と
き
は
相
談
を

　
国
民
健
康
保
険
料
の
滞
納
が
続
く
と
、

「
短
期
被
保
険
者
証
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

そ
の
後
も
滞
納
が
続
く
と
「
被
保
険
者
資

格
証
明
書
」
が
交
付
さ
れ
、
医
療
機
関
で

受
診
し
た
と
き
に
一
旦
、
治
療
費
の
全
額

を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
特
別
な
理
由
（
火
災
や
水
害
な
ど
の
災

害
、
世
帯
主
な
ど
の
病
気
に
よ
る
納
付
困

難
、
廃
業
な
ど
の
一
時
的
負
担
能
力
の
喪

失
な
ど
）
で
納
期
限
内
に
納
付
で
き
な
い

と
き
は
、
未
納
の
ま
ま
に
せ
ず
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
徴
収
・
納
付
担
当

（
☎
８
１
３
・
１
１
８
９
）

介
護
保
険
料
の
独
自
減
免
制
度

　
次
の
要
件
を
満
た
す
人
は
介
護
保
険
料

が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　
①
保
険
料
の
段
階
が
第
２
段
階
又
は
第

３
段
階
②
前
年
の
収
入
が
１
２
０
万
円
以

下
（
世
帯
員
１
人
増
加
ご
と
に
48
万
円
を

追
加
）
③
税
・
医
療
保
険
で
被
扶
養
者
に

な
っ
て
い
な
い
④
運
用
で
き
る
土
地
建
物
な

ど
を
有
し
て
お
ら
ず
、
預
貯
金
が
３
５
０

万
円
以
下
④
介
護
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
。

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問 

高
齢
介
護
室
（
☎
８
３
８・０
５
１
８
）

介
護
保
険
料
は
便
利
な
口
座
振
替
を

　
口
座
振
替
に
す
れ
ば
、
保
険
料
は
金
融

機
関
か
ら
自
動
的
に
引
き
落
と
さ
れ
ま

す
。一
度
手
続
き
す
れ
ば
、年
度
が
変
わ
っ

て
も
自
動
的
に
口
座
振
替
で
の
納
付
が
継

続
さ
れ
ま
す
。

申 

次
の
と
お
り

○
ペ
イ
ジ
ー
…
午
前
９
時
～
午
後
５
時
30

分
、
各
シ
テ
ィ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に

設
置
し
て
い
る
端
末
で
手
続
き
が
で
き
ま

す
。
指
定
口
座
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
、

カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
、口
座
振
替
依
頼
書
、

本
人
確
認
書
類
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い

（
一
部
取
り
扱
い
で
き
な
い
金
融
機
関
が

あ
り
ま
す
）。

○
指
定
金
融
機
関
…
各
金
融
機
関
の
窓
口

に
預
貯
金
通
帳
・
通
帳
届
け
出
印
・
口
座

振
替
依
頼
書
を
持
っ
て
、
申
し
込
み
を
し

て
く
だ
さ
い
。

※
①
口
座
振
替
開
始
に
つ
い
て
は
通
知
し

ま
す
。
開
始
ま
で
1
か
月
～
2
か
月
か
か

る
見
込
み
で
す
②
振
替
日
は
、
毎
月
末
日

（
金
融
機
関
が
休
日
の
と
き
は
翌
営
業
日
）

で
す
③
現
在
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
の
人

（
特
別
徴
収
）
は
、
本
人
の
都
合
で
口
座

振
替
に
よ
る
支
払
い
に
変
更
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

問 

高
齢
介
護
室
（
☎
８
３
８・０
５
１
８
）

介
護
保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と

　
介
護
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
次
の
よ
う

な
制
限
を
受
け
ま
す
。

∧
１
年
以
上
滞
納
す
る
と

（
償
還
払
い
化
）
∨

　
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
費
用
を
一
旦
全
額

自
己
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。後
日
、

申
請
に
よ
り
保
険
給
付
分
が
払
い
戻
さ
れ

ま
す
。

∧
２
年
以
上
滞
納
す
る
と

（
給
付
減
額
）
∨

　
保
険
料
を
納
め
て
い
な
い
期
間
に
応
じ

て
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き
の
利
用

者
負
担
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
。

※
納
期
限
か
ら
２
年
以
上
経
過
し
て
納
め

ら
れ
な
く
な
っ
た
保
険
料
が
あ
り
、
さ
ら

に
保
険
料
を
１
年
以
上
滞
納
す
る
と
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
用
の
償
還
払
い
化
と
給
付
減

額
が
同
時
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

問 

高
齢
介
護
室
（
☎
８
３
８・０
５
１
８
）

年
金
制
度

産
前
産
後
期
間
の 

国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す

▽
免
除
期
間　
出
産
予
定
日
又
は
出
産
日

が
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
４
か
月
間
（
多
胎

妊
娠
の
と
き
は
、
出
産
予
定
日
又
は
出
産
日

が
属
す
る
月
の
３
か
月
前
か
ら
６
か
月
間
）

※
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日
（
４
か
月
）
以

上
で
産
ま
れ
た
と
き
を
い
い
ま
す（
死
産・

流
産
・
早
産
を
含
み
ま
す
）。

対 
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
で
出
産

日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
の
人

申 
直
接
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
戸
籍
・
住

基
担
当

問 

枚
方
年
金
事
務
所
（
☎
８
４
６
・
５

０
１
１
）
又
は
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
戸
籍
・

住
基
担
当
（
☎
８
１
３
・
１
２
１
１
）

納期限のお知らせ
★固定資産税・都市計画税（徴収・納付担当）
…………………………………………………第３期分
★国民健康保険料（徴収・納付担当）……第４期分
★後期高齢者医療保険料（徴収・納付担当）…第３期分

★保育所保育料（保育課）………………９月分
★介護保険料（高齢介護室）……………第４期分
★留守家庭児童会保育料（青少年課）………９月分

～10月２日（月）までに納めましょう～

＜口座振替が便利です＞
　納期限に自動で口座から引き落として納めることができます。申し込みは、指定金融機関、収納代理金融機
関、各担当窓口やシティ・ステーションで手続きできます。納め忘れがなくなりますので利用してください。詳し
くは、各課へ問い合わせてください。


